
令和 3年 9月 30 日 

北九州市交通局 

株式会社ニモカ 

 北九州市交通局（以下、「市営バス」）では、株式会社ニモカが発行する交通系ＩＣカー

ド「nimoca」のサービスを令和 3年 10 月 30 日（土）から導入いたします。 

「SUGOCA」「Suica」等の全国相互利用サービス対象の交通系 IC カードもご利用いただけ

るようになり、北九州市内の主要な公共交通機関を交通系 IC カード 1枚で移動可能となり

ます。 

詳細は以下のとおりです。 

記 

１．運用開始日 

令和 3年 10 月 30 日（土） 

２．導入路線 

北九州市交通局が運行する全ての路線 

３．サービス内容 

①「nimoca」に入金された電子マネーで路線バス運賃のお支払いができます。 

  ※利用時のポイントサービスはありません。 

②「nimoca」を含む全国相互利用交通系 IC カードでも路線バス運賃のお支払いができ

ます。 

《ご利用可能な交通系 IC カード》 

nimoca、SUGOCA、はやかけん、Kitaca、Suica、PASMO、TOICA、 

manaca、ICOCA、PiTaPa 

  ※詳細は【別紙 1】参照 

 ③定期券サービス 

通用期間の開始日が令和 3年 10 月 30 日（土）以降の定期券は、「nimoca」に搭載され

ることになります。 

令和 3 年 10 月 29 日（金）までに購入された「ひまわりバスカード」の定期券につい

ては、通用期間中は乗務員に提示することでご利用いただけます。 

北九州市交通局 交通系 IC カード「nimoca」運用開始について 

～北九州市内を交通系 IC カード 1 枚で移動可能に！～ 



また、令和 3年 10 月 30 日（土）以降は、ご利用中の「ひまわりバスカード」定期券を

市営バス各窓口にて「nimoca」定期券に変更することができます。その際は、スター

nimoca を購入していただく必要があります。発売額は「４．nimoca の概要」をご参照

ください。変更にかかる手数料は無料です。 

４．nimoca の概要 

①nimoca の発売額 

 2,000 円（利用可能額 1,500 円、デポジット 500 円） 

※デポジット 500 円は、カード解約時にお返しします。 

②nimoca の種類 

■nimoca 

・市営バス各窓口及びバス車内で購入できます。 

・会員登録不要です。 

■スターnimoca （氏名・住所等の個人情報をご登録） 

・市営バス各窓口で所定の申込用紙に必要事項をご記入の上、会員登録（無料）する

ことで購入できます。 

・カードをなくした時に再発行が可能です（別途手数料が必要）。 

・カードのご利用履歴を Web 上で確認することができます。（別途利用手続き必要） 

・にしてつストア・スピナ等、nimoca 加盟店でのお買い物でポイントがつきます。 

（つかない店舗もあり） 

※nimoca 購入後、後日、市営バス各窓口に nimoca をご持参いただき、同手続を行う

ことでスターnimoca に変更することも可能です。 

■クレジット nimoca （クレジットカード機能との一体型） 

・各クレジット会社、銀行へお申込みいただきます。 

※提携カードの種類は nimoca ホームページをご覧ください。 

・カードをなくした時に再発行が可能です（別途手数料が必要）。 

・カードのご利用履歴を Web 上で確認することができます。（別途利用手続き必要） 

・オートチャージ、クイックチャージのご利用が可能です。 

・にしてつストア・スピナ等、nimoca 加盟店でのお買い物でポイントがつきます。 

（つかない店舗もあり） 

★オートチャージとは… 

nimoca 導入事業者のバス・鉄道のご利用時に、カードの電子マネー残額が一定額

以下の場合、車載機や自動改札機にタッチするだけで、自動的にクレジット決済

でチャージ（入金）されるクレジット nimoca 限定のサービスです。 



★クイックチャージとは… 

nimoca ポイント交換機を使い、クレジット決済でクレジット nimoca にチャージ

（入金）できるサービスです。 

  ■小児用カード 

  ・小児運賃が適用される中学生未満の方が対象です。 

・市営バス各窓口で申し込みが必要です。 

  ・nimoca エリア※、全国相互利用エリア※にて自動的に小児運賃の精算ができます。 

・満 12 歳となる年度の 3月 31 日までが有効期限です。 

  ■障がい者用カード 

  ・身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方本人のみが

対象です。 

・市営バス各窓口で申し込みが必要です。 

  ・nimoca エリア※に限って自動的に割引運賃で精算できます。 

   （nimoca エリア以外の全国相互利用エリアではご利用いただけません。） 

  ・毎年の誕生日が有効期限です。（初回購入時に限り次々回の誕生日）  

  ※ 全国相互利用エリア…【別紙 1】参照、nimoca エリア…【別紙 2】参照 

③電子マネーとしてご利用可能 

交通運賃のお支払いだけでなく、全国相互利用交通系 IC カード（PiTaPa を除く）が

ご利用いただける主要コンビニエンスストア、飲食店、ドラッグストア、駐車場など他

多数の商業施設等でのお支払いにもご利用いただけます。 

④コンビニ等でもチャージ（入金）が可能 

nimoca 導入事業者の車内（西鉄電車は除く）、nimoca 取扱窓口はもちろんのこと、主要

コンビニエンストア、セブン銀行 ATM でもチャージ（入金）ができます。 

５．北九州市交通局における nimoca 取扱窓口について 

窓口
nimoca
購入

スター
nimoca
購入・変更

小児用
カード

購入・更新

障がい者
用カード
購入・更新

定期券
購入

現金
チャージ

ポイント
交換

オート
チャージ
設定・変更

バス車内 ○ × × × × ○ × ×

若松営業所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

向田営業所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

NC若松商連案内所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

折尾駅前案内所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

二島案内所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



６．市営バス各窓口での取扱い開始について 

① 定期券の予約受付 

令和 3年 10 月 1 日（金）より定期券の予約を受け付けます。ただし、通用期間の開

始日が令和 3年 10 月 30 日（土）以降のものに限ります。 

【nimoca をお持ちでない方】 

 令和 3 年 10 月 1 日（金）以降、市営バス各窓口で nimoca 申込書・定期券申込書を

記載してお申し込みください。受け渡し日は申込時にお知らせいたします。 

【既に nimoca をお持ちの方】 

令和 3年 10 月 30 日（土）以降に市営バス各窓口で定期券をお買い求めください。 

② カードの販売・チャージ（入金） 

令和 3 年 10 月 9 日（土）より以下の窓口にて nimoca、スターnimoca の販売および

nimoca へのチャージ（入金）を開始します。 

※nimoca 以外の交通系 IC カードへのチャージ（入金）は令和 3 年 10 月 30 日（土）

からとなります。 

【販売・チャージ可能場所】 

市営バス各窓口（若松営業所、向田営業所、ＮＣ若松商連案内所、折尾駅前案内所、

二島案内所） 

※令和 3 年 10 月 30 日（土）からは市営バス車内でも、「会員登録不要の nimoca」の販

売および nimoca へのチャージ（入金）を開始します。 

７．nimoca 導入記念キャンペーン 

 ① nimoca ポイントプレゼント 

市営バスに nimoca で乗車した方を対象に、抽選で 500 名様に 1,000nimoca ポイントを

プレゼントします。 

【期間】令和 3年 10 月 30 日（土）から令和 3年 12 月 31 日（金）まで 

【対象者】上記期間中に市営バスに nimoca でご乗車いただいた方（定期券含む） 

【プレゼント】抽選で 500 名様に 1,000nimoca ポイントをプレゼント 

  ※応募不要（自動エントリー） 

※当選者の発表はポイント付与をもって代えさせていただきます。（1月下旬頃） 

※付与された nimoca ポイントは nimoca 取扱窓口ならびに、ポイント交換機で入金残

額に交換することで、バス・電車でのご乗車やお買い物にご利用いただけます。 

③  市営バスツアーの割引 

市営バスツアー参加者のうち、nimoca カードをお持ちの方限定で旅行代金から 1,000

円を割引します。詳細については、後日、北九州市交通局ホームページでお知らせしま

す。 

【対象】令和 3 年 11 月 1 日（月）から令和 4 年 3 月 31 日（木）の間に実施するバス

ツアー 



８．その他 

  ・ラッピングバスの運行 

令和 3年 10 月 30 日（土）より、市営バスに nimoca のデザインをしたラッピングバス

を運行します。 

〔ラッピングイメージ〕 

◆ 「市営バス」に関するお問い合わせ  

北九州市交通局総務経営課            TEL：093-771-8401 

◆ 「nimoca」に関するお問い合わせ 

nimoca コールセンター               TEL：0570-092-111 

・nimoca の詳細は、nimoca ホームページをご確認ください。 

  ＵＲＬ：https://www.nimoca.jp/ 



【別紙 1】 

全国相互利用サービスの交通系ＩＣカード 

以下のサービス導入事業者が運行するエリアを全国相互利用エリアと呼びます。 

・「nimoca」…株式会社ニモカの登録商標です。 

・「SUGOCA」…九州旅客鉄道株式会社の登録商標です。 

・「はやかけん」…福岡市交通局の登録商標です。 

・「Kitaca」…北海道旅客鉄道株式会社の登録商標です。 

・「Suica」…東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。 

・「PASMO」…株式会社パスモの登録商標です。 

・「TOICA」…東海旅客鉄道株式会社の登録商標です。 

・「manaca」…株式会社名古屋交通開発機構及び株式会社エムアイシーの登録商標です。 

・「ICOCA」…西日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。 

・「PiTaPa」…株式会社スルッと KANSAI の登録商標です。 

※（ ）内は、交通系ＩＣカードの発行会社です。 



【別紙 2】交通系ＩＣカード「nimoca」 

     （カード券面）           （ブランドロゴ） 

・累計発行枚数  463 万枚 ※令和 3年 8月末現在 

・nimoca 導入事業者…以下の事業者が運行するエリアを nimoca エリアと呼びます。 

福岡県 西鉄バス及び西鉄グループバス、西鉄電車 

ＪＲ九州バス 

筑豊電気鉄道 

佐賀県 西鉄バス佐賀 

昭和バス（福岡地区も含む） 

佐賀市交通局 

祐徳自動車 

大分県 大分交通 

大分バス 

亀の井バス 

日田バス 

熊本県 熊本市交通局 

宮崎県 宮崎交通 

長崎県 松浦鉄道 

長崎電気軌道 

長崎県交通局・長崎県央バス 

西肥自動車 

させぼバス 

福岡県～長崎県 九州急行バス 

山口県 サンデン交通 

北海道函館市 函館バス 

函館市企業局 


